
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

令和８年度 共済業務の事業計画と予算

令和 8 年度の事業計画及び予算は、8 年 3 月 31 日付けで文部科学大臣の認可を受けました。

その内容を事業別にお知らせします。

私学共済制度の構成員は約 163 万人（推計）

8 年度の共済業務における各事業の基礎となる構成員は、表中１．のとおり、総計 163 万人

（加入者、被扶養者及び年金受給者）と推計しました。

また、標準報酬月額の平均及び標準賞与の平均年額は、それぞれ表中２．３．のとおり推計

しました。

短期加入者とは

短期給付（医療）にかかる掛金を負担している加入者のことをいい、本人とその被扶養者は

私学共済の健康保険制度の対象となります。

年金等加入者とは

年金等給付にかかる保険料を負担している加入者のことをいい、この負担期間が将来の年金

の算定期間となります。

標準報酬月額とは

私立学校の給与体系が一律でないため、標準となる報酬月額表を定め、この表に加入者の報

酬月額を当てはめたものです。掛金、保険料及び各種の給付金の算定基礎となり、基本給の

ほか、扶養手当、通勤手当、残業手当など、すべての支給額を含みます。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掛金率・保険料率

掛金率・保険料率に変更があります

短期給付分掛金率は、前年度と同率の 8.771％に据え置きました。

子ども・子育て支援金分掛金率は、子ども・子育て支援法の改正により、8 年度から新設さ

れる子ども・子育て支援納付金の支払いに充てるため、新たな掛金として徴収することにな

りました。掛金率は国から示された 0.23%となります。

介護分掛金率は、厚生労働省から示される諸係数に基づいて算定した結果、1.554%に変更し

ました（前年度掛金率 1.560%）。

加入者保険料率は、毎年 4 月に 0.354 ポイントずつ引き上げることになっています。

軽減保険料率は、6年に行った再計算の結果、8年 4 月から 8 月までは 17.097%、9月から翌

年 3 月までは 17.451%となります。

なお、都道府県からの補助が行われた場合、その分だけ保険料率が軽減されます。ただし、

賞与にかかる保険料に対する補助はありません。

退職等年金給付掛金率は、前年度と同率の 1.50%に据え置きますが、8年度についても経過的

長期給付積立金を活用し、掛金率 0.3%相当額を厚生年金勘定から受け入れることにより、納

付していただく掛金率を 1.20%に軽減します。

福祉事業推進のための財源である福祉事業分掛金率は前年度と同率の 0.250%に据え置きま

した。

軽減保険料率とは

私学共済制度では、加入者保険料の負担増に対する激変緩和措置として、被用者年金制度の

一元化に伴う積立金仕分け後の独自財源（経過的長期給付積立金）を活用して保険料の軽減

を行うことができるとされています。8 年 4 月から 8 月の加入者保険料率は 18.248%から

1.151 ポイント軽減し 17.097%に、9月から翌年 3 月までは 0.797 ポイント軽減し 17.451%と

なります。これを軽減保険料率といいます。

短期（医療）給付事業（短期勘定）

病気やケガによる医療費等に対する給付を行っています

短期給付掛金率を基に推計した掛金収入は 3,763 億円となる見込みです。

保健給付等の給付費は 2,172 億円を見込み、また、他制度への支援金等として、前期高齢者

納付金 454 億円、後期高齢者支援金 820 億円、介護納付金 359 億円、子ども・子育て支援納

付金 76 億円等を見込み、図 1のとおりの収支を予定しています。



 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その結果、収支差に支払準備金の戻入と繰入との差額を加えた 162 億円が当期総損失となる

見込みです。

なお、支払準備金は、当該事業年度における短期給付請求総額の 12 分の 1 に相当する金額

を積み立てています。

図 1 短期（医療）給付事業（短期勘定）の予算収支（単位：億円）

支援金等とは

介護保険や高齢者医療などの他の医療制度に要する費用等を賄うために、医療保険者ごとに、

その加入する人数等に応じて割り当てられる金額のことをいいます。

支援金等には、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、介護納付金、子ども・子育て支援納

付金などがあります。

支払準備金の戻入・繰入とは

短期給付の給付金を支払うためにあらかじめ積み立てている金額のことをいいます。

「前年度支払準備金戻入」とは、前年度の支払準備金を当年度に一旦戻入する金額、「支払準

備金繰入」とは、当年度分を前年度分に替えて新たに積み立てる金額をいいます。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

年金等給付事業（厚生年金勘定・退職等年金給付勘定）

老後の生活の柱となる年金の給付を行っています

厚生年金勘定については、軽減保険料率を基に推計した保険料収入は 6,083 億円となる見込

みです。そのほかに国庫等補助金 1,666 億円、基礎年金交付金 5 億円、厚生年金交付金 3,355

億円等を見込んでいます。

また、給付費は 4,109 億円を見込み、そのほかに基礎年金拠出金 3,146 億円、厚生年金拠出

金 3,985 億円、退職等年金給付勘定への繰入金 107 億円等を見込み、図 2のとおりの収支を

予定しています。

収入（1兆 4,734 億円）と支出（1兆 1,407 億円）との収支差 3,326 億円が当期総利益となる

見込みです。

図 2 年金等給付事業（厚生年金勘定）の予算収支（単位：億円）

拠出金とは

基礎年金、厚生年金の給付に要する費用を賄うために、実施機関ごとに、その加入する人数

等に応じて割り当てられる金額のことをいいます。拠出金には、基礎年金拠出金と厚生年金

拠出金があります。



 

 

 

 

 

  

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

退職等年金給付勘定については、掛金収入は 429 億円、厚生年金勘定からの受入金は 107億

円、給付費は 55 億円を見込み、図 3のとおりの収支を予定しています。

収入（596 億円）と支出（60億円）との収支差 536 億円が当期総利益となる見込みです。

図 3 年金等給付事業（退職等年金給付勘定）の予算収支（単位：億円）

福祉事業

健康の保持・増進及び日常生活の援助を目的とした事業を行っています。

福祉事業分掛金率 0.250%を福祉事業推進のための財源としています。また、特定健康診査等

事業に対し、国庫補助金 7,873 万円が措置されています。なお、各経理の収支は図 4のとお

りを予定しています。

保健事業

人間ドック利用費用補助等の保健事業にかかる費用として 22 億円、特定健康診査等事業に

かかる費用として 4 億円、また、医療事業及び宿泊事業への繰入金として 46 億円を見込ん

でいます。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

医療事業

東京臨海病院の運営に伴う事業収入・支出、設備整備計画及び保健経理からの受入金等を見

込んでいます。

宿泊事業

宿泊施設の運営に伴う事業収入・支出、設備整備計画及び保健経理からの受入金等を見込ん

でいます。

貯金事業

積立貯金、積立共済年金、共済定期保険及びアイリスプランなどの事業を予定しています。

8年度末の加入者貯金残高は 1 兆 1,532 億円を見込んでいます。

貸付事業

8 年度の貸付額は、加入者貸付 69 億円を見込んでいます。

図 4 福祉事業の事業経理別予算収支（単位：億円）

その他事務費など

短期（医療）給付事業及び年金等給付事業の事務を行う費用やシステム開発費用等は、共済

業務勘定で支出しています。この勘定では、短期勘定、厚生年金勘定及び退職等年金給付勘

定からの事務費繰入金 109 億円により当該費用を賄います。ほかに、国庫補助金 2 億 5,425

万円が措置されています。




